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公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四

号
） 

１ 

社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
社
員
総
会
の

議
事
録
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
関
係
） 

２ 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
知
事
へ
提
出
す
る
申
請
書
等
の
様
式
を
定
め
る
ほ
か
、
所
要

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
の

一
部
に
つ
い
て
は
、
同
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
規
則
第
五
号
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

保
育
所
が
策
定
す
る
食
育
推
進
計
画
に
定
め
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三

条
関
係
） 

３ 

保
健
師
又
は
看
護
師
を
、
一
人
に
限
っ
て
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
保
育
所

は
、
佐
賀
県
保
育
所
看
護
師
配
置
促
進
特
区
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
て
い
る
保

育
所
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
） 

４ 

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

５ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及

び
佐
賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
号
） 

１ 

認
定
申
請
書
及
び
運
営
状
況
報
告
書
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
関
係
） 

２ 

引
用
語
句
及
び
引
用
条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。 
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３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
の

う
ち
運
営
状
況
報
告
書
の
改
正
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
号
） 

１ 

佐
賀
県
立
自
然
公
園
条
例
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第

三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
環
境
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則

第
八
号
） 

１ 

佐
賀
県
環
境
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。
（
第
七
二
条
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
九
号
） 

１ 

屋
外
広
告
物
管
理
者
設
置
・
変
更
届
ほ
か
二
様
式
に
つ
い
て
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を

除
く
。
）
の
共
通
様
式
と
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

２ 

民
法
の
改
正
に
よ
り
、
法
人
が
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
屋
外
広
告
業
の
登
録
を
申
請
す
る
際
に
提
出
す
べ
き
書
類
、
申

請
書
の
様
式
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
規

則
第
一
〇
号
） 

１ 

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
は
、
廃
止
す
る
こ
と

と
し
た
。 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 
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３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
一
号
） 

１ 

入
居
者
資
格
の
う
ち
、
単
身
入
居
を
認
め
る
高
齢
者
等
の
要
件
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
二
条
の
二
関
係
） 

２ 

入
居
者
資
格
の
う
ち
、
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
に
係
る
収
入
基
準
が

適
用
さ
れ
る
場
合
の
要
件
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
の
三
関
係
） 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
公
文
書
館
管
理
規
則
（
規
則
第
一
二
号
） 

１ 

佐
賀
県
公
文
書
館
の
所
掌
事
務
、
開
館
時
間
、
歴
史
的
文
書
の
閲
覧
手
続
等
、
そ
の
管

理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
三
号
） 

１ 

県
内
の
市
町
の
執
行
機
関
又
は
知
事
以
外
の
執
行
機
関
に
対
す
る
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

た
送
信
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
の
方
法
並
び
に
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
及
び
そ
の

保
存
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
九
条
関

係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

  


